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背景 

 

Ⅰ 

 

１ 医療を取り巻く環境 

（１）「２０２５年問題」について 

（２）「神奈川県地域医療構想」について 

（３）ＤＰＣ症例数データから見た湘南西部二次保健医療圏のシェアについて 
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Ⅰ 背景 
 

 

 
１ 医療を取り巻く環境 

 

（１）「２０２５年問題」について 

 

ア 国における医療・介護分野の抜本的改革 

日本は、他国に類を見ないスピードで少子高齢化が進んでおり、平成３７年（２０２５年）には、い

わゆる「団塊の世代」が後期高齢者（７５歳以上）に達することにより、高齢者の中でより高齢の者が

増える状況になると推測されています。 

これにより、介護や福祉分野の需要増加に伴う医療費等の社会保障費の膨張が懸念されることから、

平成２５年（２０１３年）８月に「社会保障制度改革国民会議（※）」により、高齢化の進展による疾

病構造の変化を通じ、「必要とされる医療は、『病院完結型』から、地域全体で治し、支える『地域完結

型』にシフトしていかなければならない」という、医療・介護分野の抜本的な改革が提唱されました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改革の方向性 

〇急性期（高度急性期・一般急性期）から回復期等まで、患者が状態に見合った病

床でその状態にふさわしい医療を受けることができるよう、急性期医療を中心に

人的・物的資源を集中投入し、入院期間を減らすことによる、早期の家庭復帰・

社会復帰の実現。 

〇受け皿となる地域の病床や在宅医療・在宅介護を充実させるため、機能分化した

病床機能にふさわしい設備人員体制を確保し、病院のみならず地域の診療所をも

ネットワークに取り込むことで、医療資源としての有効活用の実施。 

〇今まで一つの病院に居続けることのできた患者は、病状に見合った医療施設等や

在宅へと移動を求められることから、提供者側が移動先への紹介を準備するシス

テムの確立。 

〇「地域完結型」の医療に見合った診療報酬に向け、体系的な見直し 

〇医療を利用するすべての国民の協力と「望ましい医療」に対する国民の意識の変

化の醸成 

〇「いつでも、好きなところで」ではなく、「必要な時に必要な医療にアクセスでき

る」という意味での「フリーアクセス」を守るために、緩やかなゲートキーパー

機能を備えた「かかりつけ医」の普及 

 

（ア）基本的な考え方 

（イ）機能分化とネットワークの構築 
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 提唱された「医療・介護サービスの提供体制改革」のうち、特に重要な施策は、「『病床機能報告制度』

の導入及び『地域医療構想（地域医療ビジョン）』の策定」、「医療と介護の連携と地域包括ケアシステ

ムの構築」となっています。 

 

ａ 「病床機能報告制度」の導入及び「地域医療構想（地域医療ビジョン）」の策定 

平成３７年（２０２５年）における必要病床数は、高齢化の進展による疾病構造の変化から、病床機

能別に、次のように区分されるであろうと想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】平成２６年（２０１４年）度診療報酬改定について（平成２６年（２０１４年）１月２２日厚生労働省保険局医療課） 

【医療（病床）機能について】 

医療（病床）機能 内容 

急性期 
○病気や怪我の症状

が一番激しい時期 

高度急性期 

○病気や怪我の症状が重度のものをいう。 

○急性期の患者に対し、状態の早期安定に向けて、

診療密度が特に高い医療を提供する機能 

一般急性期 ○上記以外 

回復期 

○治療により症状が一段落し、回復に向かう時期 

○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能 

○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADL（※）の向上

や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテ

ーション機能） 

慢性期 

○症状が安定した時期 

○長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 

○長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患

者又は難病患者等を入院させる機能 

これに対応するため、患者ニーズに応じた病院の役割分担や、医療と介護の間の連携強化などを通じ

て、病床の機能分化や連携を推進し、より効果的・効率的な医療・介護サービス提供体制の構築が必要

とされることから、「病床機能報告制度」の導入及び「地域医療構想（地域医療ビジョン）」の策定を定

めました。 
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（ａ） 「病床機能報告制度」について  

「病床機能報告制度」とは、各医療機関が、その有する病床において担っている「医療（病床）機能」

の現状と今後の方向を選択し、病棟単位で、都道府県に報告することを義務付けする制度です。 

医療機関の自主的な取り組みを進めることで、都道府県はその地域にふさわしい機能別の必要病床数

や将来展望を「地域医療構想」としてまとめています。 

【基準病床数及び既存病床数（湘南西部二次保健医療圏（※））平成２８年 3 月３１日現在】 

基準病床数（床） 
既存病床数（床） 

一般病床 療養病床 

4,996 3,568 1,358 

【平成３７年（２０２５年）の必要病床数（湘南西部二次保健医療圏）】 

  

現状 

（病床機能報告制度） 

【単位：床】 

2025 年の 

必要病床数 

③ 

【単位：床】 

現行との差引 

【単位：床】 

現行からの 

増加率 

2014 年① 2015 年② ③－① ③－② ③／① ③／② 

湘南 

西部 

高度急性期 1,341 1,147 752 △ 589 △ 395 56.1% 65.6% 

急性期 1,889 1,904 2,140 251 236 113.3% 112.4% 

回復期 441 465 1,404 963 939 318.4% 301.9% 

慢性期 1,187 1,302 1,205 18 △ 97 101.5% 92.5% 

未選択等 41 73 - 

【出典】神奈川県地域医療構想 

【平成２７年（２０１５年）度 湘南西部二次保健医療圏の医療機能ごとの病床の状況（主な病院）】 

 

【出典】神奈川県保健福祉局保健医療部医療課作成資料 
 

※「現状」とは、平成２７年（２０１５年）７月１日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況。 
※「6 年後」とは、平成２７年（２０１５年）7 月 1 日時点から６年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が
自主的に選択した機能の状況。 

全体
高度

急性期
急性期 回復期 慢性期

休棟中､廃

止予定等
未選択

現状 410 127 283

６年後 410 241 169

現状 441 202 239

６年後 441 202 239

現状 114 60 54

６年後 114 60 54

現状 320 282 38

６年後 320 320

現状 350 6 299 45

６年後 350 6 299 45

現状 804 804

６年後 804 804

現状 338 8 273 32 25

６年後 338 8 212 118

現状 4,694 1,147 1,745 427 1,302 73 0

６年後 4,694 1,261 1,554 607 1,262 10 0

湘南西部二次保健医療圏にある全病院の合計
（有床診療所は除く）

病床数

（単位：床）

6 東海大学医学部付属病院 伊勢原市

7 東海大学大磯病院 大磯町

5
神奈川県厚生農業協同組合連合会
伊勢原協同病院

伊勢原市

4 秦野赤十字病院 秦野市

3
社会福祉法人恩賜財団
済生会平塚病院

平塚市

2
国家公務員共済組合連合会
平塚共済病院

平塚市

No 医療機関名称（主な病院）

1 平塚市民病院 平塚市
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【参考】地域医療構想における病床機能の定義等  

◇必要病床数の推計と病床機能報告制度における病床機能の定義等の違い 

 
必要病床数の推計 病床機能報告制度 

目的 

将来の医療需要を推計する  

（病床機能報告制度における各病棟の病床機能を

選択する基準になるものではない） 

患者・県民・他の医療機関に対してそれぞれの医療

機関が有する機能を明らかにする  

算定方法 
全国一律の計算式による  

（一部都道府県の裁量あり） 

各医療機関の自主的な報告  

病床機能

の定義  

高度 

急性期  

医療資源投入量：3,000点以上  急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて診

療密度が特に高い医療を提供する機能  

急性期  医療資源投入量：600点以上  急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、

医療を提供する機能  

回復期  ・医療資源投入量：225（175）点以上  

・回復期リハビリテーション入院基本料を算定して

いる患者  

・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療

やリハビリテーションを提供する機能  

・特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部

骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目

的としたリハビリテーションを集中的に提供する

機能（回復期リハビリテーション）  

慢性期  ・療養病床の入院患者数（医療区分１の70％及び

回復期リハビリテーション病棟の患者を除く）  

・一般病床の障害者、難病患者数  

・療養病床入院受療率の地域解消分（減算）  

・長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能  

・長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の

意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は

難病患者等を入院させる機能  

◇必要病床数と基準病床数の違い 

区分 必要病床数 基準病床数 

目的 将来の医療ニーズに基づく医療提供体制の構築  
病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療

を確保  

位置付け 2025年の医療ニーズの将来推計に基づく推計値  
病床を整備する目標であるとともに、基準病床数を超える

病床の増加を抑制する基準  

計算方法 

（概要） 

2013年度の性・年齢階級別の入院受療率に2025年

の性・年齢階級別推計人口を乗じて算出  

算出時点の二次医療圏ごとの性・年齢階級別人口、病床利

用率等から算出  

【出典】神奈川県地域医療構想 

 

 

 

（ｂ） 「地域医療構想（地域医療ビジョン）」について  

「地域医療構想（地域医療ビジョン）」は、団塊の世代が７５歳以上になる平成３７年（２０２５年）

に向け、医療提供体制を整備するために、平成２６年（２０１４年）度に成立した「医療介護総合確保

推進法」に基づき、各都道府県が、地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用し、二次保健

医療圏等ごとの各医療機能の将来の必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の

分化と連携を適切に推進するため、平成２７年（２０１５年）度から、医療機能ごとに平成３７年（２

０２５年）の医療需要と必要病床数を推計し、目指すべき医療提供体制を実現するための施策を定める

ものです。 

各医療機関が、その有する病床において担っている「医療（病床）機能」の現状と今後の方向を選択



 

- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※都道府県知事には、既存公的医療機関等による過剰な医療機能への転換に対する中止命令や、協議不調により機能 

分化・連携が進まない場合の指示などの権限が与えられています。 

ｂ 医療と介護の連携と地域包括ケアシステムの構築 

「社会保障制度改革国民会議報告書」では、医療の見直しと介護の見直しは、「医療から介護へ」、「病

院・施設から地域・在宅へ」という流れから、高度急性期から在宅介護までの一連の流れにおいて、病

床の機能分化という政策の展開は、退院患者の受入れ体制の整備と同時に行われるべきものであり、ま

た、在宅ケアの普及という政策の展開は、急性増悪時に必須となる短期的な入院病床の確保と同時に行

われるべきものであることを考えると、一体となって行わなければならないとされています。 

また、今後、認知症高齢者や高齢の単身世帯や夫婦のみ世帯が増加していくことも踏まえ、地域で暮

らしていくために必要な様々な生活支援サービスや住まいが、家族介護者を支援しつつ、本人の意向と

生活実態に合わせて切れ目なく継続的に提供されることも必要であることから、地域ごとの医療・介

護・予防・生活支援・住まいの継続的で包括的なネットワーク（地域包括ケアシステム）づくりの推進

が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典】平成２３年（２０１１年）１２月５日 厚生労働省社会保障改革推進本部作成資料 

 
【出典】神奈川県地域医療構想 
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地域包括ケアシステムは、団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年（２０２５年）を目途に、重度

な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

う、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」構築の推進

について、平成２７年（２０１５年）度から本格実施をしています。 

なお、地域包括ケアシステムの構築に当たっては、「介護」「医療」「予防」といった専門的サービス

の前提として、「住まい」と「生活支援・福祉」といった分野が重要であり、このシステムを通じて、

自助・共助・互助・公助をつなぎあわせる（体系化・組織化する）役割が必要と考えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口

は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差があることから、地域包括ケアシステムは、

保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げてい

くことが必要となっています。 

 

 

 

 

 

団塊の世代が 75 歳以上になる 2025 年(平成 37 年)に向け、医療提供体制を整備するために、平成 26 年

度に成立した「医療介護総合確保推進法」に基づき、平成 27 年度から各都道府県が医療機能ごとに 2025

年の医療需要と必要病床数を推計し、目指すべき医療提供体制を実現するための施策を定めるもの 

※医療（病床）機能について 
「急性期」：病気や怪我の症状が一番激しい時期をいい、そのうち病気や怪我の症状が重度のものを「高度急性期」、そ

れ以外を「一般急性期」という。 
「回復期」：治療により症状が一段落し回復に向かう時期 
「慢性期」：症状が安定した時期 

 

・介護保険・医療保険の自

己負担部分 

・市場サービスの購入 

・自身や家族による対応 

・費用負担が制度的に保障

されていないボランテ

ィアなどの支援、地域住

民の取組み 

・介護保険・医療保険の公

費（税金）部分 

・自治体等が提供するサー

ビス 

・介護保険・医療保険制度

による給付 

自助 互助 

共助 公助 

【出典】平成２５年３月  

地域包括ケア研究会報告書（厚生労働省） 
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イ 平塚市の動き 

 

（ア）平塚市の人口の推移と見通し 

平塚市の総人口は、二度のベビーブームや産業の発展等に伴う転入により増加を続けてきましたが、

平成２２年（２０１０年）１１月の２６万８６３人をピークに減少傾向に転じており、平成２８年（２

０１６年）１月１日時点では、２５万６，４１０人となっています。 

 今後の人口の動態については、自然減が大きくなることから、加速度的に人口減少が進み、この将来

構想の最終年次である平成３７年（２０２５年）に、約２５万２千人になると推計しています。その後

も人口はさらに減少し、平成７２年（２０６０年）までの人口を推計すると、昭和５０年（１９７５年）

以前と同程度の人口に当たる、約１８万１千人になると推計され、ピーク時（平成２２年）と比較して

３１％減になると見込まれます。 

 平塚市では、地域経済の活性化等に加え、少子化対策などの若い世代が地域で安心して子どもを産み、

育て、暮らし続けられるためのまちづくりを進め、さらには、まちの魅力を磨き、高めることにより平

塚市への愛着や誇りの醸成を図ることで、出生や人の流れに変化を生じさせることができるのではない

かとの考えの下、合計特殊出生率（※）や社会移動の状況が改善された場合、平成７２年（２０６０年）

には、約１万８千人増の約１９万９千人になると予測しています。 

この将来予測から、医療資源をどのように手当てしていくのか、一方で、医療資源への整備が結果的

に市民の皆さんへの将来負担にもつながることから、超高齢社会（※）をどのように支えていくのかが、

平塚市においても大きな問題となっています。 

平塚市の人口の推移と見通し 

 

※「合計特殊出生率」とは、１５～４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が一生の間に産むと

考えられる子どもの数のこと。 
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（イ）平塚市の出生数と合計特殊出生率の推移 

平塚市の出生数は、減少傾向にあり、その要因としては、若い女性人口が減少している「人口構造上

の問題」、「未婚率の上昇」、「晩婚化」などが影響していると考えられます。 

 また、人口を安定的に維持するために、合計特殊出生率が 2.07 必要ですが、平塚市は近年低い水準

（1.3 前後）となっており、人口構造の若返りを図るためには、若者の子どもを持ちたいという希望が

叶えられる社会の構築に向けて、妊娠・出産・育児の切れ目のない支援や、子どもの成長や子育てをま

ち全体で支え、安心して子どもを育てられる環境づくりを、長期的な視点から進めることが必要である

と考えます。 

平塚市の出生数と合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

（ウ）高齢化の進展 

平塚市の老年人口（６５歳以上）は、増加傾向にあり、平成５２年（２０４０年）頃には、第二次ベ

ビーブーム世代が老年人口に加わることや、平均寿命の延伸に伴い、高齢者数がピークを迎えると予測

しています。また、総人口に占める老年人口（高齢化率）は、平成５２年（２０４０年）には３６％に

達し、その後も上昇傾向にあると推計されます。 

介護や入院が必要となる高齢者が増加することが想定される反面、少子化の影響により働き手が年々

減少していくことに伴う医療・福祉分野における人材不足や、介護や福祉分野の需要増加に伴う医療費

等の社会保障費の膨張が懸念されます。 
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